
陸
叙
高
等
官
三
等

陸
叙
高
等
官
四
等

教
授

陸
叙
高
等
官
五
等
（
以
上
十
二
月
十
九
日
）

●
職
員
動
静

0
小
島
憲
之
氏
（
嘱
託
）

電
話
番
琥
小
石
川
二
七

0
0
に
愛
更
。

0
長
原
孝
太
郎
氏
（
教
授
）
今
回
番
地
の
訂
正
に
よ
り
従
来
の
一
二
三
六
番
地

は
三
二
七
番
地
に
改
ま
り
た
り
と
。

〇
結
城
素
明
氏
（
教
授
）
本
郷
謳
西
片
町
一

0
へ
の
四
琥
へ
轄
居
。

〇
津
田
信
夫
氏
（
助
赦
授
）
電
話
番
琥
下
谷
五
九
九

0
に
愛
更
。

●
辟
令

同 同 同 教
授

神
木

健
介

沼
田
勇
次
郎

小

堀

鞘

―音

川
合
芳
三
郎

藤

島

武

二

東
京
美
術
學
校
近
事
〔
一
六
ー
六
。

T
．
六
・
十
二

．
――

10〕

書
記

欽一
――

學
生
弓
術
数
導
を
啜
託
す
（
十
二
月
三
日
東
京
＿帝
國
大
學
）

戸

部

隆

吉

雇
を
命
ず
、
美
術
史
研
究
室
助
手
兼
赦
務
掛
を
命
ず
（
十
二
月
十
七
日
）

教

授

結

城

林

蔵

屋
代

①

制
度
改
革
の
検
討

大
正
五
年
の
東
京
美
術
学
校
改
革
運
動
に
お
い
て
本
校
の
諸
問
題
が
指
摘
さ

れ
た
の
を
受
け
て
、
本
校
で
は
大
正
六
年
か
ら
本
格
的
に
制
度
改
革
の
検
討
が

始
ま
り
、
そ
の
た
め
の
教
官
会
議
が
開
か
れ
た
。
第
一
の
問
題
と
さ
れ
た
の
は

授
業
規
則
の
改
正
で
、
現
存
資
料
か
ら
見
る
と
大
正
六
年
に
は
二
度
改
正
案
が

作
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

第
一
の
改
正
案
（
二
月
）
で
は
科
を
日
本
画
科
、
西
洋
画
科
、
塑
造
科
、
建
築

科
、
図
案
科
、
彫
刻
科
、
金
工
科
、
鋳
造
科
、
漆
工
科
、
写
真
製
版
科
、
師
範

科
の
十
一
科
と
し
、
日
本
画
科
、
西
洋
画
科
、
塑
造
科
は
五
級
と
し
、
進
級
競

技
に
よ
っ
て
合
格
者
を
進
級
さ
せ
、
建
築
科
、
図
案
科
、
彫
刻
科
、
金
工
科
、

鋳
造
科
、
漆
工
科
は
四
学
年
、
写
真
製
版
科
、
師
範
科
は
三
学
年
と
し
、
こ
れ

ら
八
科
は
学
年
（
一
学
年
1
1

一
年
間
）
試
験
に
よ
っ
て
進
級
の
可
否
を
決
め
る

案
、
お
よ
び
、
授
業
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
上
で
は
日
本
画
科
、
西
洋
画
科
、
塑
造
科

は
学
科
授
業
を
極
端
に
減
ら
し
、
他
の
科
も
師
範
科
以
外
は
学
科
授
業
数
を
減

ら
す
案
が
示
さ
れ
た
。

第
二
の
改
正
案
（
三
月
）
で

は
科
を
日
本
画
科
、
西
洋
画
科
、
彫
刻
科
、
建
築

科
、
図
案
科
、
金
工
科
、
鋳
造
科
、
漆
工
科
、
写
真
及
び
製
版
科
、
師
範
科
の

十
科
と
し
、
日
本
画
科
、
西
洋
画
科
、
彫
刻
科
（
塑
造
か
木
彫
の
ど
ち
ら
か
を
専
修

す
る
。
）
は
五
級
に
分
け
、
第
一
級
五
月
、
第
二
級
九
月
、
第
三
級
十
一
月
、
第

漆
工
科
、

写
真
及
び
製
版

四
級
一
月
、
第
五
級
三
月
の
進
級
競
技
と
予
備
競
技
に
よ
り
進
級
の
可
否
を
決

定
し
、
建
築
科
、
図
案
科
、

金
工
科
、

鋳
造
科
、

科
、
師
範
科
は
第
一
の
改
正
案
と
同
じ
進
級
法
を
と
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る

が
、
授
業
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
第
一
の
改
正
案
と
比
べ
て
学
科
目
数
が
大
幅
に
増

関

連

事

項
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n
し
、

ヵ

つ
ま
り
、
現
行
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
余
り
変
わ
り
な
く
、
た
だ
現
行
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
か
ら
「
修
身
」
、
「
体
操
」
を
削
除
し
た
程
度
の
も
の
（
こ
の

二
科
目
は

師
範
科
で
は
必
修
科
目
と
な

って

い
る
。）
と
な
っ
て
い
る
。
別
案
と
し
て
日
本
画

科
、
西
洋
画
科
、
彫
刻
科
の
学
科
に
つ
い
て
は
必
修
科
目
と
撰
択
科
目
に
分
け

る
こ
と
と
区
分
の
具
体
例
を
も
示
し
て
い
る
が
、
要
す
る
に
第
一
の
改
正
案
に

見
ら
れ
る
上
記
三
科
の
実
技
優
先
志
向
は
後
退
せ
し
め
ら
れ
た
感
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
改
革
の
検
討
が
実
効
を
奏
す
る
の
は
大
正
十
二
年
三
月
の
東
京

美
術
学
校
規
則
改
正
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
の
間
、
改
正
案
が
い
か
な
る
変
遷

を
と
げ
た
か
を
示
す
資
料
は
現
存
し
て
い
な
い
が
、

一
方
で
各
科
、
各
部
門
ご

と
に
さ
ま
ざ
ま
の
か
た
ち
で
改
革
が
検
討
さ
れ
た
様
子
を
教
官
会
議
関
係
書
類

に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。

福
井
江
亭
休
職
、
渡
辺
香
涯
起
用

大
正
六
年
二
月
十
五
日
、
日
本
画
科
教
授
福
井
江
亭
が
休
職
を
命
ぜ
ら
れ
た

（
同
八
年
休
職
満
期
退
官
）
。
休
職
理
由
に
つ
い
て
学
校
当
局
は
文
部
大
臣
秘
書
官

宛
文
書
案
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

コ
―――-P 

本
校
彫
刻
科
中
木
彫
部
牙
彫
部
及
金
工
鋳
造
漆
エ
ノ
三
科
二
課
ス
ル
絵
諏
皐ハ

従
来
箪
二
絵
霊
ヲ
赦
授
シ
来
リ
タ
ル
ガ
今
後
二
於
テ
ハ
絵
驚
ノ
技
術
ノ
ミ
ナ

ラ
ス
可
成
能
ク
其
科
ノ
実
習
卜
連
絡
セ
シ
メ
相
侯
チ
テ
技
巧
ノ
上
進
ヲ
速
ヵ

ナ
ラ
シ
メ
ン
ク
メ
園
案
應
用
ヲ
主
ト
ス
ル
絵
鸞
ヲ
課
ス
ル
コ
ト
、
致
シ
候
処

従
来
搬
任
ノ
福
井
教
授
ハ
圃
山
派
ニ
シ
テ
此
目
的
二
副
フ
ヲ
得
ス
依
リ
テ
今

回
休
職
上
申
致
候
儀
二
有
之
候
也

②
 

を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
香
涯
は
本
名
啓
―
―
-
。
明

治
三
十
年
本
校
卒
業
後
日
本

画
研
究
科
に
進
ん
だ
が
同
三

十
一
年
五
月
に
退
学
。
そ
の
後
荘
内
尋
常
中
学
校
、
前
橋
中
学
校
、
正
倉
院
御

物
整
理
掛
等
に
勤
務
す
る
傍
ら
日
本
画
や
図
案
を
制
作
し
た
。
大
正
九
年
に
は

教
授
に
任
ぜ
ら
れ
、
昭
和
八
年
休
職
（
退
官
）
す
る
ま
で
主
に
工
芸
部
の
絵
画
授

業
を
担
当
し
て
い
る
。

休
職
し
た
江
亭
は
朝
鮮
、
満
州
、
支
那
へ
の
私
費
旅
行
に
出
発
し
、
大
正
八
年

二
月
に
帰
国
。
そ
の
後
千
葉
県
の
菊
問
山
荘
で
制
作
三
昧
の
生
活
を
営
ん
だ
。

③

モ
デ
ル
規
程
改
正

改
革
運
動
の
余
波
を
受
け
て
種
々
の
改
善
案
が
検
討
さ
れ
る
な
か
で
、
大
正

六
年
四
月
に
モ
デ
ル
規
程
の
改
正
が
行
わ
れ
、
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
。

0
モ
デ
ル
規
定

一
、
モ
デ
ル
ハ
赦
務
掛
其
取
締
二
任
ス

二
、
モ
デ
ル
ハ
検
査
ノ
上
之
ヲ
採
用
ス

福井江 亭

江
亭
の
後
任
に
は
こ
の
二

日
後
に
渡
辺
香
涯
が
嘱
託
と

し
て
起
用
さ
れ
、
上
記
諸
科

お
よ
び
図
案
科
の
絵
画
授
業

(
「
大
正
六
年
職
員
二
関
ス
ル
書
類
庶
務
掛
」
）
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